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A．目的 

補装具費支給制度は、戦後間もない昭和 25年に施

行され、我が国における福祉用具の公的支給制度の

根幹をなす制度として位置づけられている。本制度

では、現在、義肢、装具、座位保持装置、盲人安全

つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、

座位保持椅子（児のみ）、起立保持具（児のみ）、

歩行器、頭部保持具（児のみ）、排便補助具（児の

み）、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置の

１６種目が設定され、支給対象となっている。これ

らの種目構造は、歴史的な経緯の中で構築されたも

のであり、車椅子と座位保持装置のように境界が曖

昧で、わかりにくい点があることが指摘されている。 

このような福祉用具の公的給付制度は、世界各国

で存在し、それぞれの状況に応じた制度が構築され、

運用されている。本研究では、現行の補装具費支給

制度の種目構造を見直すにあたり、海外の給付制度

の状況を把握することを目的とする。平成27年度は、

英国、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イタリ

ア、カナダ・オンタリオ州、オーストラリア・ニュ

ー・サウス・ウェールズ州の給付制度について調査

した。本年度は、フランスの詳細な状況を調査する

と共に、中国の給付制度および給付品目に着いても

調査した。 

 

Ｂ．方法 

インターネット上の情報検索および、フランスに

ついては現地での情報収集をもとに、福祉用具の公

的給付制度に関する調査を実施した。給付制度では、

日常生活の利用を想定したものや、教育に資する制

度、雇用に資する制度などがあるが、今回は、補装

具費支給制度への還元を念頭におき、日常生活での

利用を想定した制度に着目することとした。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、インターネットおよび現地での制度

に関する情報収集であり、倫理的に配慮する点は特

にない。 

 

研究要旨 

補装具費支給制度は、戦後間もない昭和 25 年に施行され、我が国における福祉

用具の公的支給制度の根幹をなす制度として位置づけられている。本研究では、現

行の補装具費支給制度の種目構造を見直すにあたり、海外の給付制度の状況を把握

することを目的とし、本年度は、フランスと中国の状況について調査を行った。  

フランスの給付制度では、生活の自立を中心に据えた福祉用具の給付が実施され

ており、幅広い範囲で用具の利用が実現していることがわかった。給付にあたって

は、日本よりもより詳細な用具の分類に基づいたリストが作成されており、用具の

仕様や価格（もしくは上限額）が規定され、きめ細かい制度となっている事がわか

った。また一方で、リストに掲載されていない福祉用具の給付も行われており、柔

軟な対応も実施されていることがうかがわれた。 

中国では、障害者連合が主導して全国規模の給付体制が構築され、急速に福祉用

具の普及が進んでいる事がわかった。  



 

 

Ｃ．結果 

Ｃ-１．フランスの状況 

1. 福祉用具給付制度の概要 

フランスの社会保障制度において、福祉用具は、

高齢者・障害者の別なく、自立した生活を妨げる障

害を持つ人すべてを対象に、人的支援とともに給付

される。金銭的な社会福祉手当と並行して給付され

る現物給付の一部である。 

(1) 障害者数 

 障害は、社会福祉・家族法典 L114条では、障害を

「１つまたは複数の身体的・感覚的・知能的・認識

的・精神的機能の実質的または持続的または決定的

な悪化、重複障害、あるいは健康上のトラブルを理

由として、障害者がその環境で被る活動の制限ある

いは社会生活参加における制限」と定義している1)。

つまり「障害＝自立した生活が困難な状況」と定義

されており、行政上「障害者」としての認定を受け

ている人 2)でなくとも、日常生活上で不便を余儀な

くされる状況を「障害」とみなし、その解消または

改善のための手だてを社会福祉の一環として講じる

必要を認めている。  

障害の状況にある人の人数は、児童／成人／高齢

者の年齢別にみると概ね以下のとおりである。 

○就学年齢の障害児数：33万 200人 

2014年９月時点でフランス国内の就学障害児数は、 

33万200人であった 3)。 

○成人（20〜59歳）：460万人 

フランス国内において、施設ではなく自宅に住む

成人（20〜59歳）のうち何らかの障害があるとされ

る人数は 460万人と見積もられている。20〜59歳の

人口全体の14％に相当する。2008〜2009年にかけて

国立統計経済研究所が実施した調査によると、①機

能的な障害がある、②日常生活上、不自由と感じる、

③行政上「障害」認定を受けている、の３項目すべ

てに当てはまる人は、約 73万人に上った（図 1）。 

 

図1 フランスの障害者数（20から 59歳） 

 

○高齢者（60歳以上）：125万人 

2015 年の個別自立手当（Allocation Personalisée 

d’Autonomie; APA、自宅に居住する高齢者で、自立

した生活が困難な人への手当）受給者は 125 万人 5)

を数える。 

個別自立手当（APA）は、原則的には 65歳（一般

的な退職年齢）以上の高齢者で、生活に必要とされ

る自立能力がないとされる人に対して、全国自立連

帯金庫（ Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie; CNSA、後述）、県、市町村が連携して

情報提供と支援を行うとされている 6)。ただし、法

定退職年齢は、例えば 1950年生まれの人の法定退職

年齢は 60歳、1955年以降生まれの人では 62歳とい

うように、生まれた年により異なることから、60歳

以上であれば個別自立手当（APA）の申請を行うこと

ができる。 

なお、労災による障害の場合は、疾病保険金庫が

永続的障害の度合いを決定し、その率に応じた補償

を受ける。疾病保険の枠内での補償とともに、家族

手当金庫（Caisse d’Allocation Familiale）から、

廃疾手当、成人障害手当（Allocation aux Adultes 

Handicapés; AAH）など給与補償による補完がある 7)

（福祉用具については次項に述べる障害補償給付

（PCH）の枠組みが適用される）。 

 

(2) 障害補償給付(PCH)制度 

福祉用具（aides techniques）は、障害のために自立

した生活が困難とされる人を対象に、障害補償給付



 

 

（Prestation de Compensation du Handicap; PCH）制度の枠

内で給付される。60歳以上の場合は、個別自立手当

（APA）制度からの給付となる。 

障害補償給付（PCH）は、障害者の権利と機会の

平等、社会参加、市民生活のための2005年２月11付

け法第2005-102号8)（以下2005年法）により創設され、

社会福祉・家族法典L245-1条～L245-14条9)に規定され

ている。以降、この法律は障害者を対象とする福祉

政策の基本法となっている。 

機能障害の原因・性質、年齢、生活様式にかかわ

らず、障害による不便を補償することを目的とした

ものである。行政上「障害者」認定を受けた人だけ

でなく、何らかの原因で障害を持つに至った人、日

常的な動作が不自由になった高齢者など、様々な状

況の人が受益できる。 

運営主体は県である。障害補償給付の申請にあた

っては、県障害者センター（Maison départementale des 

personnes handicapéesMDPH）10)が窓口となる。60歳以

上の高齢者の場合は県議会への申請となる。 

(2-1) 県障害者センター（MDPH）の役割と申請件

数 

県障害者センター（MDPH）は、2005年法により創

設されたもので、障害者福祉に関わる従来の複数の

窓口を一本化したもので、障害者関連行政手続のワ

ンストップ窓口として機能している。センターは各

県に設置されており、現在フランス国内に 100か所

を数える。センターでは、以下の児童・成人の障害

関連の申請を受付けている。 

 

・障害者カード・優先カード発行  

・駐車許可証発行  

・成人障害者手当（allocation aux adultes handicaps;  

AAH）  

・障害児教育手当（allocation d’éducation de l’enfant  

handicapé; AEEH）  

・障害補償給付（ prestations de compensation du  

handicap; PCH）  

・就学、就職、施設入所、医療福祉サービス給付な 

どに関する相談、情報提供  

 

2015年の申請受付件数は 27万 1700件で、前年の

25万 1300 件に比べ増加している。2014年には、申

請件数全体のうち、障害補償給付（PCH）申請は全体

の6.5％を占めている 11)。  

福祉用具を必要とする人は、購入に先立ち、それ

が疾病保険による払い戻しの対象となるかどうかを、

所属する疾病保険金庫に照会するよう勧められてい

る。 

 

① 疾病保険による負担が可能な製品 

福祉用具を購入する場合は、医師による処方が必 

要となる。疾病保険による払い戻しが可能な製品

については、規定の額が疾病保険金庫から払い戻

される。 

② 疾病保険による負担がない製品、または払い戻し 

額が不十分である場合 

60歳未満の人は、各県に設置された県障害者セン 

ター（MDPH）に給付申請を行う。60 歳以上の人

は、県議会に申請を行い、必要に応じて県障害者

センターに連絡をとる。いずれも福祉用具の購入

前に申請を行い、県障害者センター（MDPH）の

審査を受ける。 

 

表1 申請窓口と負担枠 

 

 

(2-2) 障害補償給付(PCH)申請手続き 

申請は、県障害者センター（MDPH）所定の申請書

に生活計画書、健康診断書を添えて提出する。 

県障害者センター（MDPH）で申請書類が受理され

ると、審査を経て支給可否が決定される。 

審査は、申請者が提出した書類を基に、センター

内のチームが本人と話し合って個別補償計画を作成

する。個別補償計画の内容は申請者本人または法定

代理人に通知され、その内容が本人の希望やニーズ

に合致しているかどうかの検討を依頼する。検討期

間は15日間設けられている。 

個別補償計画に本人または法定代理人の同意が得



 

 

られた後、障害者権利自立委員会（Commissions des 

droits et de l'autonomie des personnes handicapées; 

CDAPH）が開催され、支給可否とその内容について決

定を下す。 

 

1) 認定機関 

 県障害者センター（MDPH）内に設置されている障

害者権利自立委員会（Commissions des droits et de 

l'autonomiedes personnes handicapées; CDAPH、以下

CDAPH）12)が認定の審査を行う。CDAPHは 2005年法の

施行により県障害者センター（MDPH）とともに設置

された機関である。 

CDAPHは委員 23名で構成される。委員は以下の構

成員からなる。 

 

・ 県の代表４名 

・ 国の代表・地方保健庁代表４名（医師を含む） 

・ 疾病保険・福祉手当金庫代表２名 

・ 労使代表２名 

・ PTA代表１名 

・ 障害者施設の運営機関の代表７名 

・ 県議会諮問委員１名 

・ 障害者団体の代表２名 

委員の３分の１は、障害者団体の代表とする 13)。 

 

CDAPH は障害者の権利に関するあらゆる決定を行

う。障害補償給付（PCH）をはじめとする社会福祉給

付の支給可否の決定、障害労働者認定などのための

審査を行う。 

 

2）認定基準 

障害補償給付（PCH）の支給基準は、社会福祉・家

族法典付録２-５14)に規定された基準に基づく。 

給付決定は、「生活の基本的行為の１つを行うに

あたり絶対的な困難がともなうこと、および基本的

行為の少なくとも２つを行うことに重大な困難をと

もなうこと」を基準とする。「絶対的な困難」とは、

自分ではその行為をまったくできないこと、「重大

な困難」とは、ある行為を行うことが何とかできる、

あるいは普通よりも損なったやり方でしかできない

ことであると規定されている。 

困難の水準は、同年齢で障害を持たない人の行為

と比較して、障害者の機能上の能力や、支援がない

場合の能力を分析して決定される。また決定は、長

期にわたって進行し、困難を悪化させうる症状（痛

み、不快感、疲労感、緩慢さなど）も考慮されるこ

とと規定されている。 

 

(2-3) 給付主体＝全国自立連帯金庫（CNSA） 

 障害補償給付（PCH）は全国自立連帯金庫（Caisse 

Nationale de Solidarité pour l’Autonomie; CNSA、

以下CNSA）が運営する。CNSAは高齢者と障害者の自

立のための連帯に関する 2004 年６月 30 日付法第

2004-626号 15)により設立された公的機関で、高齢者

および障害者が自立し生活の質を高めることを目的

として、人的支援および技術的支援（＝福祉用具）

を行う。また、福祉用具に関する情報提供、アドバ

イス、イノベーションについて主導的な役割を果た

している。社会福祉・家族法典第 L14-10-１条 16)で定

義されている主な任務は以下のとおりである。 

 

・ 自立した生活ができない高齢者、障害者および介 

護者を支援する 

・ 年齢や障害の種類にかかわらず、全国で平等なサ 

ービスを保証する 

・ サービス提供においてネットワーク構築、相互援 

助、整合化を図る 

・ 一般向けの情報提供・啓発活動を行う 

・ 予防策と補装具にアクセスしやすくする 

・ 自立のための評価・研究活動を行う 

・ 地元および全国レベルで関連機関と連携する 

 

2015年 12月 28日付の高齢化社会適合法により、

「財源団体会議」が創設された。複数の財源団体が

連携することにより、特に高齢者向け補装具給付の

必要性評価と財源確保がより容易になった。CNSAは

以下の団体と連携して活動を行う。 

 

・ 疾病保険金庫 

・ AGEFIPH（障害者職業参入基金） 



 

 

・ FIPHFP（障害者公務参入基金） 

・ 老齢年金金庫 

・ 保健規制高等委員会（Haute Autorité de Santé） 

・ 競争消費者問題不正行為防止総局DGCCRF 

・ 自治体 

・ 県障害者センター（MDPH） 

・ 民間補足保険 

・ 高齢者・障害者支援NPOなど 

 

 

図2 CNSAと関連組織 

 

1) CNSAによる福祉用具の定義と要件 

福祉用具の定義は、国際規格 NF/EN/ISO9999 「福

祉用具の分類と用語」にしたがい、以下の用に定

義する。 

 

障害者によって使用される、または障害者のために

使用される用具、器具、機器、ソフトウェアであっ

て、特別に製造されたものであると、汎用製品であ

るとは問わず、以下のうち少なくとも一つに該当す

るものである。 

・参加のためのもの 

・心身機能と構造および活動に関して、保護または 

 支援、訓練、測定、代替するもの 

・機能障害、活動制限、参加制約を予防するもの 

 

社会福祉・家族法典（CAPF）付録２−５18)第３章に

よると、障害補償給付（PCH）は、「障害補償給付の

対象となる福祉用具は、障害のために活動を制限さ

れた人のために調整または製作されたすべての器具・

設備・技術的システムで、障害を補うために個人的

に購入またはレンタルするもの」とされている。 

2005年法では、障害補償給付（PCH）は、その人の

生活様式と補償の必要性に応じて決定するとされて

いる。CNSAでは、障害を持つ人に障害補償給付に関

する情報提供やアドバイスを行い、福祉用具の評価

を行いながらスムーズに支給が行えるよう調整を行

う。 

高齢者については、自立できなくなるのを防止す

るための財源団体会議に関する 2016年２月 26日付

けデクレ 19)第 2016-209号第233-7条では、補助設備

や補装具とは、「60 歳以上の高齢者を対象として、

活動が制限されることや制限を補うために調整また

は製作されたすべての設備・器具・装置・技術的シ

ステムやソフトウェア」と定義されている。具体的

には以下の点を目的とする。 

 

・ 自立した日常生活、社会生活、周囲の人との関係 

や本人の安全を維持する、または改善する 

・ 介護者の作業をたすける 

・ 自宅での生活をしやすくする、または自宅での生 

活ができるようにする 

 

2）CNSAの財源 

CNSA独自の財源は、以下の間接税からなる。 

 

・  自立連帯拠出金（ contribution solidarité pour  

l’autonomie ; CSA）：５月の祝日のうち１日を営業

日と（「連帯の日」）とし、この１日分の収益を

企業が自立連帯拠出金として拠出するというもの。 

・ タバコに課される間接税（droits de consommation  

sur les tabacs; DCT、2015年から導入） 

・ 一般社会拠出金（Contribution sociale généralisée;  

CSG）：すべての所得に課される拠出金。CSGの

一部（2012年以前は0.1％、2013年0.064％、2014年

0.058％、2015年0.1％）がCNSA 財源となる。2016

年以降は資産所得に課される社会徴収金がこれに

代わっている。 

・ 自立連帯追加拠出金（Contribution additionnelle de  



 

 

solidarité pour l’autonomie; CASA）：2013年以降導入さ

れた。 

 

これらの拠出金から得られた財源は、障害補償給

付（PCH）と個別自立手当（APA）の給付、県障害者

センターの運営(MDPH)に充てられる。 

 

 

図3 CNSAの財源 

 

 

(2-4) 福祉用具の払い戻し率 

 疾病保険制度では、疾病保険による払い戻し対象

となる製品・サービスのリスト（liste des prestations 

et produits remboursables；LPPR、IIで詳述）が作成

されており、その内容は社会保障予算法により毎年

見直されている。障害補償給付（PCH）による補償は、

このリストに掲載されている製品かどうか、また、

申請者の年収により異なる。 

 

①前年の年収が２万6,500.42ユーロ以下の場合  

疾病保険の払戻対象製品・給付リスト（LPPR）に

掲載されている製品については、疾病保険でカバー

されない部分 100％が障害補償給付（PCH）により補

償される。 

LPPRに掲載されていない製品については、価格の

75％を上限に障害補償給付（PCH）により補償される。 

②前年の年収が２万6,500.42ユーロを上回る場合  

疾病保険の払戻対象製品・給付リスト（LPPR）に

掲載されている製品については、疾病保険でカバー

されない部分の 80％が障害補償給付（PCH）により

補償される。 

LPPRに掲載されていない製品については、価格の

75％を上限に障害補償給付（PCH）により補償される。 

 

障害補償給付（PCH）における受給者の負担率はそ

の人の収入に応じて異なる。収入が 2万6,500.42ユ

ーロ以下であれば自己負担率は 0％、それを上回る

収入がある場合は、自己負担率 20％となる。①②い

ずれの場合も、給付額の上限は、３年間で 3,960 ユ

ーロまでと規定されている 21)。 

 

表2 福祉用具の払い戻し率 

 

 

ただし、低所得者の場合には県障害者センターの

県補償基金から特別支援措置が適用される可能性が

あり、ケースバイケースである。また、2016 年 11

月以降、障害補償給付（PCH）申請者は、全額を支払

った後に疾病保険やCNSAからの払い戻しを受けるの

ではなく、補装具の購入時に自己負担分のみを支払

うことが可能になった。利用者が一時的に全額負担

をしなければならない状況を回避するための配慮が

なされている。 

 

(2-5) 統計 

1) 障害補償給付（PCH）受給者数 

下のグラフは、障害補償給付（PCH）の受給者数の

推移を表している。緑色の線が受給者数全体の数字

である。2015年時点で 18万 4000人となっている。

受給者のうち、成人は青色線（16 万 7600 人／2015

年）、児童はピンクの線（１万 6400人／2015年）で

示されている。オレンジ色の線の ACTPとは、第三者

手当(Allocation Compensatrice Tierce Personne)23)の

数字を示している。 

 

 



 

 

 

図4 障害補償給付(PCH)受給者の推移 

 

図 5 障害補償給付(PCH)の給付額とその負担割合 

(CNSA/県) 

 

障害補償給付は CNSA と県から拠出される。2016

年の給付総額は 17億 5300万ユーロで、CNSA負担額

は５億6900万ユーロ、県の負担額は11億8400万ユ

ーロとなっている。 

 

2) 障害補償給付（PCH）の内容別の平均給付額 

障害補償給付（PCH）には、以下の種類がある（図

6のグラフ、左から）。 

 

① 人的支援（aides humaines） 

② 技術的支援（aides techniques） 

③ 住宅の改修費支援（aménagement du logement） 

④ 車両の改修費支援（aménagement du véhicule） 

⑤ 交通費超過費用（surcoûts des frais de 

transport／月額） 

⑥ 交通費超過費用（surcoûts des frais de 

transport／単発） 

⑦ 特別費用（charges spécifiques） 

⑧ 例外的負担（charges exceptionnelles） 

⑨ 動物による支援（aides animalières） 

 

 

図6 障害補償給付(PCH)の内容別の平均給付額 

 

2. 義肢、装具、座位保持装置に関する調査 

(1) 償還可能な製品・サービスリスト(LPPR) 

疾病保険制度では、「償還可能な製品・サービス

リ ス ト （ liste des produits et prestations 

remboursables; LPPR、以下 LPPR）」が作成されてお

り、社会保障予算法により毎年見直しされる。LPPR

は、医薬品以外の保健・医療用の製品とサービスを

網羅した一覧表であり、以下の４種類の製品・サー

ビスのリストから構成されている。  

 

第１巻：治療用医療器具・生活補助用品・食餌療法 

用食品・包帯類 

第２巻：義肢・装具 

第３巻：埋め込み型医療機器 

第４巻：車椅子類 

 

各巻はさらに詳細カテゴリーに分類され、それぞ

れの製品・サービスに求められる仕様、償還が認め

られる製品とそのメーカー、価格、償還適用期限な

どが記載されている。製品によっては、購入だけで

なくレンタル、部品交換、修理の場合の価格も記載

される。義肢は第２巻、装具・シーティングシステ

ムは第４巻にリストアップされている。 

リスト作成手順は社会保障法（code de la sécurité 

sociale）第L165-1条 27)で規定されている。これによ

ると、リストには、当該製品全体またはその一部に

ついての一般的な記述、あるいはブランド名や事業

者名が記載される。製品やサービスがこのリストに

掲載されるためには、事前に製品仕様を遵守してい



 

 

ること、治療上の使用方法や処方・使用にあたって

の条件をまもっていることが前提となる。具体的に

は、CEマーキングの取得など、製品規格をクリアし

ていることが申請に先立っての条件となる。 

このためLPPR登録に先立ち、まず製品仕様の確認

のため、事業者が仏医薬品・保健製品安全庁（Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits 

de santé；ANSM）28)に対して登録申請を行う。登録申

請は、リストに記載されている当該製品カテゴリー

に求められる要件を満たしていることを申告するた

めのものである。個々の製品を区別するために、製

品の詳細な記述が必要となる。製品要件への適合性

の判断は、仏医薬品・保健製品安全庁が指定する認

証機関によりなされる。 

 

(1-1) リスト掲載製品・サービスの審査および疾

病保険による償還額の決定の流れ 

(1-1-1) 所轄機関 

1) 保健機成功等委員会(HAS) 

保健規制高等委員会（Haute Autorité de santé; HAS）

が申請窓口となる。保健規制高等委員会（HAS）は、

疾病保険制度に関する 2004年８月 13日付法により

創設された独立行政法人で、医薬品、医療用品、医

療行為、医療サービスを科学的また経済的な観点か

ら評価し、行政機関や医療機関に勧告を行うことを

その主要任務とする。また、医療施設における医療

サービスのクオリティ向上を目的として、施設や医

療従事者の認証も行う。 

 

2) 審査期間(CNEDiMTS) 

保健規制高等委員会（HAS）の内部組織である医療

設備および保健行為・技術評価全国委員会

（Commission Nationale d'Évaluation des Dispositifs 

Médicaux, des actes et des Technologies de Santé; 

CNEDiMTS、以下 CNEDiMTS）が、疾病保険による医療

サービス・製品の償還制度や医療現場で行われてい

る医療や介護行為に関する評価を行い、LPPRへの掲

載可否や掲載条件などについて医療行政への勧告を

行う。CNEDiMTSで審議された製品やサービスについ

ての情報や評価は、公益と透明性の観点からすべて

オンラインで公表される 29)。構成員は、21名の医療

関係者、７名の準委員、８名の諮問委員からなる。 

福祉用具など、医療や介護に用いられる製品やサ

ービスを製造・販売する事業者は、保健規制高等委

員会（HAS）に申請を行い、CNEDiMTSの審査を経て保

健担当相が LPPR掲載可否を決定する。審査では、製

品仕様と疾病保険金庫の運営に与える影響が考慮さ

れる。 

 

3) 償還額・価格決定機関(CEPS) 

製品の償還額は、登録申請を行う事業者と保健製

品経済委員会（Comité économique des produits de 

santé；CEP、以下CEPS）との交渉により決定される。

CEPSは省庁横断的組織で、保健担当省、社会保障担

当省、経済省の共同所轄となっている機関である。

疾病保険により負担される医薬品価格と個人使用の

医療機器の料金を決定することがその主要な任務と

なっている。CEPSは医薬品部門と医療機器部門の２

部署からなる。LPPRに掲載される製品とサービスの

償還対象額や価格を保健担当省に提案する。CEPSは

リスト掲載申請を行う事業者と販売量について協定

を結ぶこともある。リスト登録された製品やサービ

スの償還による疾病保険支出について、CEPSは定期

的な見直しを行う 30)。 

 

(1-1-2) 申請手続き 31) 

LPPRへの掲載申請は、製品のメーカーや販売事業

者が行う。申請書類は、申請者に関する書類のほか、

医学・技術的文書と経済的文書の２種類からなる。

医学・技術的文書は CNEDiMTS、経済的文書は CEPSが

審査を行う。 

初回申請または登録内容の変更申請の場合は、「期

待される効用（Service Attendu; SA）」を主眼に審

査が行われる。期待される効用が不十分と判断され

た場合には、再審査には「期待される効用の改善

（Amélioration du Service Attendu; ASA）」が判断基

準となる。 

更新の場合は、「製品が発揮した効果（Service 

Rendu; SR）」を主眼に審査が行われる。リスト掲載 



 

 

 

図7 LPPR掲載申請と審査の流れ 

 

期間中に製品が発揮した効果が不十分と判断され

た場合には、再審査には「製品が発揮した効果の改

善（Amélioration du Service Rendu; ASR）」が判断

基準となる。 

料金・価格の見直し申請の場合には、手続きはCEPS

による経済的文書の審査のみとなる。 

LPPRへの掲載は、以下の２通りの申請が可能であ

る。 

① 製品ブランドの掲載 

② 製品の一般的記述の掲載 

CNEDiMTSにおける審査は、それぞれ以下の流れと

なる。 

製品・サービスの料金・価格は、CNEDiMTS での審

査後、CEPSでの書類審査と事業者との交渉を経て決

定される。事業者と料金・価格に関する協定が締結

され、リストへ掲載の運びとなる。リストへの掲載

期間は５年である。 

CEPSでは、以下の原則に基づいて審査を行う34)。 

LPPRに記載される医療サービスや製品の料金・価

格の決定は、社会保障法第R165-4条および第R165-14

条に基づく。ここでは、リストに記載される製品や

サービスは、「発揮した効果の向上(ASR)」と疾病保

険制度の支出を抑制する効果があるものでなければ

ならないと規定されており、技術的には「発揮した

効果の向上(ASR)」を、経済的には同等の製品・サー

ビスに適用されている価格・料金、予測販売量、使

用条件などを考慮して決定することとされ 

 

 

図8 審査の流れ 

 

ている。製品価格やマージンの設定については、社

会保障法第 L.162-38条により、療法士や事業者の負

担、収入、事業規模を考慮することと規定されてい

る。 

 

LPPR記載のサービス・製品の料金・価格決定の３原

則 

・ リストへの掲載可否は、①製品・サービスが発揮 

した効果の向上(ASR)、②経済的効果の２点を考慮

して決定する 

・ 料金・価格の決定は製品・サービスが発揮した効 

果とその改善点、およびリストに既に掲載されて

いる同等の製品やサービスに適用されている価

格・料金、予測販売量、使用条件を考慮して決定

する 

・ 製品価格については、療法士や事業者の負担、収 

入、事業規模も考慮する 

 



 

 

1) 製品カテゴリー別の価格・料金 

 理論的には、製品・サービスが発揮した効果に改

善が見られない場合は、価格・料金を引下げること

になっている。ただし、実際には、製品カテゴリー

ごとの登録（上述の登録方式②）が主流でブランド

やメーカー名での登録（上述の登録方式①）は稀で

あり、新規登録にあたり製品・サービスが発揮した

効果の向上（ASR）が評価されないまま、既にリスト

に登録されている製品・サービスの価格や料金に準

ずることが多い。CEPSではこうした問題をふまえ、

ブランド名での登録を推奨することもある。この場

合、疾病保険運営への影響や公衆衛生面における必

要性、技術的仕様などを考慮して、その製品やサー

ビスを継続的に監視下に置くこと（定期的にチェッ

クを行い必要があれば事業者への指導を行う等）が

多い。 

従来、技術的要件が多く認可取得を義務づけられ

ていた製品も、同様の製品カテゴリーが既に存在す

る場合には、ブランド名での登録ではなく同様の製

品カテゴリーへの登録となることが多く、リストの

類似製品と同等の価格が設定される傾向にある。こ

うして新規に掲載される製品の価格がリスト掲載済

み製品のそれを上回らないような仕組みとなってい

る。社会保障支出を抑制するという国の目標は、既

にリストに登録されているカテゴリーの製品につい

ては達成できていると考えられる。 

また、こうしたケースでは製品カテゴリー自体の

有効性を認めていることから、１つの製品カテゴリ

ー内で、価格があまり変動しない点も問題視されて

いる。医療機器の分野では、医薬品のように、時間

が経つにつれて価格が引下げられていくという効果

が見られない。定期的に製品カテゴリー自体の有効

性を見直し、料金・価格の抑制を図らない限り、医

療支出抑制効果が現れないという結果にもなってい

る。 

 

2) イノベーションの評価 

 製品・サービスが発揮した効果の向上(ASR)が見ら

れる製品については、法的な規定だけに基づいて判

断するのは難しい。高価な製品・サービスについて

は、社会保障法では価格の上げ幅がどの程度まで認

められるかの規定がない。製品・サービスが発揮し

た効果の向上(ASR)が低い製品・サービスでも、登録

済みの類似製品と比較して安価であれば登録が可能

となっているのに対し、パフォーマンスが高く高価

な製品・サービスについては、コスト面での問題が

リスト掲載へのブレーキとなる懸念がある。 

こうした状況下、CEPSでは技術革新を活かした製

品について、３つのシナリオを想定している。 

 

① 事業者の提案する価格が、既存の製品による疾病 

保険金庫の負担と同等またはそれ以下である場合

は問題なくリストに掲載できる。 

② 製品・サービスが発揮した効果がイノベーション 

を活用した革新的なものである場合は注意を要す

る。こうした技術的な進歩は、少しずつ、かつ頻

繁に見られることが多い。革新的な製品やサービ

スで、普及の見込みがあり、かつ価格相応のメリ

ットもある場合には、CEPSでは暫定的に既存の価

格レベルよりも高い価格・料金を設定することが

ある。これにより、一定期間つまり現時点での技

術が次の技術革新に凌駕されるまでの期間、高水

準の価格・料金を認めている。例えばペースメー

カーの料金体系の設定にはこの手法が採用されて

いる。 

③ 最も難しいのは、高技術・高価格の製品・サービ 

スである。疾病保険制度の負担が大きく、それを

補完する自治体にとっても重荷となる。こうした

製品やサービスは、リスト掲載にあたりコスト／

パフォーマンス調査が行われるが、その運用は非

常にデリケートなものとなる。価格レベルと、実

際にこうした製品やサービスを必要とするユーザ

ー人口を考慮し、量的に制限を設ける傾向にある。

その結果、こうした高技術・高価格の製品・サー

ビスのリスト掲載にあたっては、事業者との交渉

により販売量に関する協定を結んで条件付き掲載

とし、さらに定期的なフォロー調査を実施すると

いう慣行になっている。 

 

3) 「販売価格上限」 



 

 

 製品によっては、「価格」ではなく「販売価格上

限」の設定が提案されている。これは特に、より美

的で性能のよい製品が好まれる義肢について言える

ことで、取り外しが可能な付属品や付随するサービ

スも「販売価格上限」まで償還可能とするケースが

多い。製品に付け加えるオプションが取り外し可能

かどうか、そのオプション追加の目的が審美的なも

のであるか、機能的なものであるか、などの点から

ケースバイケースで判断される。 

医療機器や補装具の分野ではまた、製品だけでな

くそれを取扱う／設置する／修理する専門技術者の

介入が必要である。これらの専門技術者や職人、サ

ービス事業者は、きわめて小規模な企業であること

が多い。販売価格上限を設定するにあたっては、事

業者の経営状況や人件費も考慮に入れる必要がある。 

CEPSでは、予想されるニーズに対して製品やサー

ビスを提供できるレベルの価格・料金を設定するこ

と、競争力のある大企業に有利に働くことを避ける

ような価格・料金レベルとすること、の２点に留意

し、中期的な目標を設定したうえで毎年リスト見直

しを行い、審査にあたっている。 

 

(2) 義肢・装具 

 LPPRリスト上、義肢・装具は、第２巻「義肢・装

具」にリストアップされている。第２巻は以下のよ

うに整理されている。 

 

第2巻 義肢・装具（Orthèses et Prothèses externs） 

Chapitre 1.―（ギプス、コルセットなど）装具（Orthèses） 

Chapitre 2 ―（眼鏡、コンタクトレンズなど）眼科装 

具（Optique médicale） 

Chapitre3.―補聴器類とそのメンテナンスと修理 

（Appareils électroniques correcteurs de surdité, entretien 

et réparations pour processeurs externs） 

Chapitre 4.―義肢（Prothèses externes non  

orthopédiques） 

Chapitre 5.―義眼と顔用装具（Prothèses oculaires et  

facials） 

Chapitre 6.―足用装具（Podo-orthèses） 

Chapitre 7.―歯科補綴用具（Orthoprothèses） 

 

義肢・装具は上肢用、下肢用など、部位ごとに整

理されている。リストの p.612-p.657に製品仕様が

記述され、製品と料金・価格は同じくリストの

p.657-p.830に記載されている。 

 

 

図9 義手のリストの例 

 

(3) 座位保持装置 

 LPPRリスト上、座位保持装置は、第４巻「車椅子」

にリストアップされている。リストの p.1193-p.1245

に製品リストと価格が記載されている。 

掲載製品のうち、ユーザーの姿勢をサポートする

製品の例を以下に挙げておく。事業者のHPを見ると、

製品の仕様とともにLPPRの登録番号とともに、CEPS

が設定した疾病保険による償還可能な価格上限が示

されている。 

 

図10 リストに掲載されている製品の例 1 

サポートシステム（verticalisateur）DGK  

Medical/LSC：車いすに装着するシステムで、

パーツごとの価格が示されている。 



 

 

 

図11 例2  Permobile/LSC：販売価格は 14,132.78 

ユーロであるのに対し、LPPR掲載の償還可能

な価格上限は 5,187.48ユーロとなっている。 

 

(4) 品目表(LPPR) 

LPPRファイルは、以下のサイトの一番下の部分

（Télécharger le document(PDF, 8.3 Mo) 37））からダ

ウンロードできる。 

 

図12 LPPRのホームーページ 

 

Ｃ-２．中国の状況 38) 

中国には現在 8,502万人の障害者がおり、その内

60%以上が福祉用具を必要としている。 

これらへの福祉用具の普及を担っているのが、中

国障害者連合会系列の福祉用具供給サービス機関で

ある。このサービス機関は全国各地に設立されてお

り、障害者に寄り添った、障害者のためのサービス

を提供する、省・市・県の三つのレベルでのサービ

スネットワークである。障害者と社会に向け福祉用

具の装備、提供、義肢および矯正用装具の装着、補

聴器、弱視眼鏡の調整および需要調査、知識広報、

情報提供等のサービスを提供している。 

中国障害者福祉用具センターはこれらのサービス

機関の中核をなす、中国障害者連合会直属の公益事

業機関である。センターでは主に、福祉用具の開発、

供給および推進の手配、福祉用具に関する知識の広

報活動、使用に関する指導、技術研修および品質の

監督、および貧困状態にある障害者が福祉機器の適

合に関する支援を行っている。この20数年来、常に

新しい分野への挑戦を続けた中国障害者福祉用具セ

ンターは、適切な福祉用具の提供、研究開発、品質

の監督と検査、専門的研修など総合的な能力の向上

に努めてきた結果、全国の福祉用具事業発展に関す

る技術資源センターとしての役割を持つようになっ

た。国家リハビリ器具品質監督検査センター、中国

障害者リハビリ協会リハビリテーション工学および

福祉機器専門員会事務局はこのセンター内に設置さ

れている。 

この制度における給付品目を表 3に示す。 

 

Ｄ．考察 

 フランスの福祉用具給付制度では、高齢者・障害

者の別なく、自立した生活を妨げる障害を持つ人す

べてを対象に給付されている。また、障害認定を受

けていない者でも制度の利用が可能となっている。

これらの点は、身体機能の障害に着目するのではな

く、生活に着目した制度となっていることを示して

おり、重要なポイントといえる。申請窓口や負担枠

は、高齢者と障害者で分かれているが、ほぼ同様な

制度となっており、日本のように別制度での給付と



 

 

はなっていない。制度の運営主体は県であるが、給

付主体は全国自立連帯金庫（CNSA）となっている。

日本では、運営主体が市町村となっており、フラン

スとの相違点である。給付にあたっては、「償還可

能な製品・サービスリスト(LPPR）」が作成されてお

り、社会保障予算法により毎年見直しされる。LPPR

は、医薬品以外の保健・医療用の製品とサービスを

網羅した一覧表であり、以下の４種類の製品・サー

ビスのリストから構成されている。  

 

第１巻：治療用医療器具・生活補助用品・食餌療法 

用食品・包帯類 

第２巻：義肢・装具 

第３巻：埋め込み型医療機器 

第４巻：車椅子類 

各巻はさらに詳細カテゴリーに分類され、それぞ

れの製品・サービスに求められる仕様、償還が認め

られる製品とそのメーカー、価格（もしくは上限額）、

償還適用期限などが記載されている。製品によって

は、購入だけでなくレンタル、部品交換、修理の場

合の価格も記載される。リストに掲載されていない

製品も給付されているが、リスト掲載品が100％もし

くは80%の償還（収入による）であるのに対し、リス

トに掲載されていない製品は75％の償還となってい

る。日本の補装具費支給制度における完成用部品に

比べると、機器の仕様が記載されており、より詳細

なレベルで分類されていると考えられる。また、リ

ストへの掲載では、製品の効果についても審査対象

となっており、この点は医療機器と同じ土俵で審査

されている点が影響しているものと考えられる。 

 中国では、中国障害者連合が主導して、全国に福

祉用具センターが設置され、普及が進められている。

省、県、市の3レベルで仕組みが整備されている点も、

注目に値する。障害者数8,502万人との推計も示され

ており、問題意識も高いと察せられる。給付対象と

なる福祉用具の品目も、日本の制度と比べて、ほぼ

同様な品目が挙げられており、急速に制度や仕組み

が整えられていると考えられる。 

 

 

Ｅ. 結論 

本研究では、現行の補装具費支給制度の種目構造

を見直すにあたり、海外の給付制度の状況を把握す

ることを目的とし、本年度は、フランスと中国の状

況について調査を行った。 

フランスの給付制度では、生活の自立を中心に据

えた福祉用具の給付が実施されており、幅広い範囲

で用具の利用が実現していることがわかった。給付

にあたっては、日本よりもより詳細な用具の分類に

基づいたリストが作成されており、用具の仕様や価

格（もしくは上限額）が規定され、きめ細かい制度

となっている事がわかった。また一方で、リストに

掲載されていない福祉用具の給付も行われており、

柔軟な対応も実施されていることがうかがわれた。 

中国では、障害者連合が主導して全国規模の給付

体制が構築され、急速に福祉用具の普及が進んでい

る事がわかった。 

これらの状況をふまえ、次年度以降、補装具費支

給制度の種目構造等の制度の見直し提案の作成に反

映させる予定である。 

フランスの状況調査は、ワールドインテリジェン

スパートナーズジャパン株式会社への委託により実

施した。 
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表3 中国の福祉用具基本装備一覧表 38) 

公布日：2011/10/18 

種

類 

名称 参考

価格

（元） 

耐

用

年

数 

製品説明 適応対象 主な役割 

身
体
障
害 

義
肢 

足根中足義足 3000 3 
国産材料で製造された義肢

ソケット、継手、プリウレ

タンまたはゴム製義足足部、

国産材料の外装カバーおよ

び裏地等。 
上、下肢の対応部分の

切断手術を受け、義肢

装着の適用が認められ

た障害者 

身体欠損部分の機能を

代替または補完し、上、

下肢切断手術後の身体

バランスおよび外観を

改善する 

果義足 3000 3 

下腿義足 3000 3 

膝義足 4000 3 

大腿義足 6000 3 

股義足 8000 3 

手部義手 2000 3 シリコンゴム製オーダーメ

ード装飾手袋 

手義手（簡易） 3000 3 

国産の構成部品および装飾

手袋 

前腕義手 4000 3 

上腕義手 6000 3 

肩義手 8000 3 

前腕筋電義手 12000 3 国産の構成部品および装飾

手袋 

両側上肢切断者で、義

肢装着対応部位で実

際に表面筋電位信号

が測定された者 

義肢を装着することで、

両側上肢切断者が手で

掴む、握るといった機

能を獲得する 
身
体
障
害 

矯
正
用
装
具 

靴型装具 1000 2 

国産材料のオーダーメード

製品 

小児麻痺、半身不随、

下半身不随の障害者、

または外傷による下肢

機能障害者（奇形も含

む） 

高さの調整および足部

機能の改善 足底装具 200 2 

短下肢装具 600 2 
対応部位の機能を改善

する（サポート、保護、

位置の限定等） 

長下肢装具 1500  

膝装具 1000 2 

脊椎装具 1000 2 

頸椎装具 200 2 国産材料の汎用製品 頚椎損傷者 頸部の機能を保持し、

損傷を防ぐ 
移
動
支
援
用
具 

手押し型車椅子 1000 3 国産介護型車椅子。材質は

アルミニウム合金、介護者

が押して動く 

車椅子の装備が必要

であるものの障害者自

身に車椅子を動かす能

力がないと判断される

障害者 

自立歩行能力を喪失し

た障害者が他者の助け

を得て移動機能を実現

することができる 

普通型車椅子 600 3 肘かけは固定されており、

車体はスチール製。 

歩行に代わり車椅子の

助けが必要な障害者 

歩行に代わる道具であ

り、障害者の日常生活

能力を増進する 

多機能型車椅

子 

1000 3 可動型肘かけ、可動式足置

き、別に障害者の具体的な

状況に基づきヘッドレスト、

身体の固定ベルト、レッグ

レスト等付属品を追加す

る。またリクライニング式

またはティルト式等調整機

能のような付属機能も有し

ている 

 

 

長時間車椅子の助け

を借りながら活動する

ため、位置を変える必

要がある、下半身不随、

半身不随の障害者 

電動四輪車椅

子 

10000 5 車椅子の運動方向と速度を

電子制御装置で操作する。

方向転換はスムーズで、身

高度下半身不随障害

者で、片側の上肢機能

は正常であるが、電動

運動が制限される障害

者が自分で移動する機

能を実現する 



 

 

体固定用シートベルトと傾

き防止装置が付いている。

肘掛けと足置きは取外し可

能。 

車椅子に頼るしかない

障害者 

手漕ぎ三輪車 1500 3 操作方法は多種多様である

が、バックギアはついてい

ない。 

下肢に障害があるが、

上肢は健常で相応の体

力を有する障害者 
身
体
障
害 

移
動
支
援
用
具 

褥瘡防止クッシ

ョン 

1000 2 エアークッション、形状記

憶クッション、ゲルクッシ

ョン 

長時間車椅子に座り、

自分での移動が困難な

障害者 

褥瘡多発部位の受ける

圧力を軽減し局部の血

流および酸素の供給状

況を改善することで、

褥瘡の発生を防止する 

歩行器 300 3 アルミ合金製で、高さの調

整が可能。固定型歩行器、

二輪型歩行器、四輪型歩行

器が含まれる 

下肢に障害があり、筋

力および平衡感覚に問

題があるため、歩行器

の助けを借りて起立お

よび歩行訓練を行う、

また日常生活での補助

が必要な障害者 

歩行困難である障害者

の歩行機能の一部を実

現する 松葉づえ 100 2 木製、スチール製またはア

ルミ合金製。高さの調節が

可能。 

下肢に障害があるが、

上肢機能は健常である

障害者 

カナディアンク

ラッチ 

100 2 スチール製またはアルミ合

金製。高さの調節が可能。 

下肢に障害があり歩行

に補助器具の助けを借

りる必要がある 

移乗ボード 200 2 高強度プラスチックまたは

鋼板で制作する。表面はな

めらかで、摩擦力が小さい。 

下半身不随等車いす

利用者の移乗の補助

に使用する 

長期間ベッドに寝てい

る重度障害者の移動を

助ける 
介
護
支
援
用
具 

介護ベッド 1500 5 手動三つ折り式。マットレ

ス付き。 

重度の肢体機能障害

があり、自分一人では

寝返りや起き上がるこ

とができない 

介護者が重度障害者の

介護をする助けとなる 

ベッドサイドレ

ール 

400 5 水平手すりとベッドガード

を含む 

下半身不随、半身不随

の障害者 

使用者のベッドからの

落下を防止する。寝返

りおよび起き上がる時

の補助となる。 

ベッド用テーブ

ル 

300 5 高さ調整が可能 下半身不随、半身不随

の障害者 

長期間寝たきりの障害

者が食事をすることが

できる 

座位保持装置 150 2 折りたたみ可、角度調整可

能 

下半身不随、半身不随

の障害者 

ベッドに寝たきりにな

っている人の座位を保

持することで、読書や

食事といった日常生活

を支援する 

褥瘡防止マット

レス 

2500 2 エアーマットレス、形状記

憶スポンジマットレス 

長期間寝たきりで、自

立移動が困難な障害

者 

褥瘡多発部位の受ける

圧力を軽減し局部の血

流および酸素の供給状

況を改善することで、

褥瘡の発生を防止する 

ポータブル便座

トイレ 

300 3 折りたたみ可、フレーム式、

背もたれ付き、スチール製。 

身体機能に障害があり

トイレに行くことが困

難な障害者 

障害者の抱えるトイレ

に伴う困難を解決する 



 

 

ドレナージバッ

ク 

60  ドレーン・チューブ、採尿

バッグ、外バルブで構成さ

れる 

下半身不随の障害者 下半身不随障害者によ

る尿失禁後の尿収集に

使用する 
身
体
障
害 

日
常
生
活
支
援
用
具 

食事支援用具 

100/

件 
2 

専用ナイフ、フォーク、ス

プーン、箸、皿、滑り止め

マットなど 

身体障害のため日常生

活（食事や服を着るこ

となどを含む）能力が

低下した障害者 

障害者が自分で飲食で

きるよう助ける 

身なり支援用具 衣服、靴、靴下を着るため

の支援用具 

障害者が服を着ること

ができるよう助ける 

洗面支援用具 専用歯ブラシ、くし、ブラ

シなど 

障害者が洗面に関して

抱える困難解決する 

日常支援用具 専用ドアノブ、調理用具、

ボトルオープナー、缶オー

プナー、特性スイッチ等 

障害者が日常生活にお

いて抱える困難を解決

する 
バ
リ
ア
フ
リ
ー
住
宅
へ
の
改
造 

ドアの改造 1500 

10 

必要に基づきドアの幅を広

げる、敷居を取外す、折畳

ドアを取付けるなど。スロ

ープ（固定式スロープまた

はポータブルスロープ）を

設置する 障害者の必要に基づき

住宅環境の改造を行う 

障害者の家庭での生活

状況が改善される 手すり 500 洗面台専用手すり、便座用

手すり、シャワー用手すり、

バススツールなど 

トイレの改造 4000 改善項目として次の事柄を

含む：蛇口、便座、滑り止

め措置、ドアなど 
視
覚
障
害 

点字器と点筆 100 5 4行×28マス 盲人 視覚障碍者用筆記用具 

視覚障碍者用文書読

み上げ装置 

800 3 ラジオ受信、電子書籍閲読

機能などを備えている 

盲人、低視力障害者 障害者の学習および情

報の収集を助ける 

盲人用杖 60 3 アルミ合金製。折りたたみ

式および直杖の二種類があ

る 

盲人 盲人の歩行を助ける 

光学拡大鏡 100 2 普通光学弱視眼鏡、樹脂製

またはガラス製で、様々な

倍数がある 

 

低視力障碍者近用（閲

読等） 
障害者の視力状況を改

善する 

弱視眼鏡（掛け眼鏡

式） 

200 2 

弱視眼鏡（焦点調整

式） 

100 2 倍率は8倍以内、焦点の調

整が可能 

低視力障害者遠用（遠

くからバスの表示板、

信号などを見るなど） 

盲人用時計 100 3 国産の電子腕時計（音声に

よる時報）または機械式腕

時計（指触式） 

視覚障害者 視覚障碍者が時間を計

る助けとなる 

聴
覚
障
害 

光るチャイム 200 1 光を出す装置付きのドアチ

ャイム 

聴覚障害者 

聴覚障害者に注意を促

す 

補聴器 1500 4 ポケット型補聴器と耳かけ

型補聴器など 

聴覚障害者の聴力を改

善する 

振動型アラーム 150 2 振動機能付きのアラーム装

置 

聴覚障害者に注意を促

す 

磁気ループアンプ 700 3 磁気ルームアンプとは電磁

気の原理に基づき設計され

た一種のアンプで、電気信

号を磁界エネルギーに変換

する。磁気受信機能を持つ

音声による授業および

補聴器装着者の使用に

適用する 



 

 

受信機を使用する（例：補

聴器の「T」または「MT」ポ

ジション） 

 

 
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
補
助
用
具 

視覚障碍者用コンピ

ュータソフトウェア 

2500 

4 

コンピュータ補助用具を設

置する障害者の要求にコン

ピュータの基本設備がすで

に含まれている（例：コン

ピュータ本体、ディスプレ

イ、キーボード） 

6歳以上の視覚障害者 

障害者のコンピュータ

使用を支援する 

キーボード保護枠 500 

6歳以上の身体障害者 
特殊マウス 1250 

手部補助スタンド 500 

コミュニケーション

ボード 

2500 組込み式技術を採用。日常

でのコミュニケーションパ

ターンを音声、図形記号、

文字等に転換し組み合わ

せ、拡大入力/出力する 

知的障害者および自閉

症児童といった言語コ

ミュニケーション障害

を持つグループ 

言語障害を持つ人たち

のコミュニケーション

を助ける 

障
害
児 

座位保持椅子 1500 3 調整機能があり、両手を置

くことのできる操作台が付

いている、座位保持装置 

自分自身では座位を保

持することができない

障害児 

障害児が座位を保持で

きるよう支援する 
座位保持装置 1200 3 オーダーメード、またはモ

ールド型製品 

児童用車椅子 1500 3 車椅子の基本装備に加え、

各種固定装置と座位保持装

置を含む 

脳性まひ等が原因で長

時間車椅子での生活

および活動が必要な障

害児 

身体障害児の活動能力

を改善する 

児童用起立補助スタ

ンド 

1200 3 起立訓練のリハビリ補助器

具 

 

 

 

 

自分自身では起立する

ことができない障害児 

障害児が自分で起立で

きるよう支援する 

障
害
児 

児童用歩行器 400 3 固定型歩行器。スチール製

またはアルミ合金製。高さ

調整可能。保定装置付き。 

 

独立歩行が困難な障

害児 

障害児の独立歩行を支

援する 

児童用補聴器 5000 3 デジタル式補聴器、高出力

または超高出力 

聴覚障害児 聴覚障害児の聴力状況

を改善する 

ワイヤレスFMシステ

ム 

4900 3 ワイヤレスFMの送受信装

置、補聴器に接続して使用

する 

聴覚障害児 聴覚障害児の学習およ

び生活用 

 

 

 

 

 

 

 

 


